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〔開催の趣旨〕

　水産工学技士(水産土木部門)の資格は、試験の結果、一定水準以上の成績を修めた者に

付与していますが、平成13年度以降に新しい制度の下で水産工学技士の資格を取得された

方々については、５年間の水産工学技士資格有効期間（認定登録期間）内において、水産

土木技術に関する最新の技術と知見についての更新講習（フォローアップ研修又は通信教

育）を受講し、資質の維持・向上を図ることが更新の条件となっています。

　通信教育はフォローアップ研修を受講していない資格有効期間が１年未満となった者を

対象とした更新講習です。

　今回の募集案内は、その内の「フォローアップ研修会」であり、平成18年度から20年

度と平成13年度から15年度に水産工学技士(水産土木部門)の資格を取得された方々が主

な対象者ですが、それ以外の年度に水産工学技士の資格を取得された方々にも資質の維

持・向上を図る目的でご案内申し上げています。

　研修内容は、最近の施工技術に関係する科目を２科目と漁港漁場における藻場について及

び施工環境監理についての講義を、豊富な実務経験を有する専門家が行います。

〔受講者の特典〕

　このフォローアップ研修は、(社)全国土木施工管理技士会連合会が実施するＣＰＤＳ認定

講習会となっています。また、フォローアップ研修の受講者全員が水産工学技士フォローア

ップ研修（継続教育）の受講者として水産工学技士登録情報に記録されます。 

◇開催にあたって◇

開催期日　　平成23年 9月 27日（火）
場　　所　　東京マツダ販売（株） 東陽セントラルビル　２Fホール
　　　　　　〒 135-0016 　東京都江東区東陽４ - １ -13
　　　　　　　　　　　　　電話　03-3699-5431

開催期日　　平成23年 10月４日（火）
場　　所　　福岡県自治会館　２Ｆ大会議室
　　　　　　〒 812-0044 　福岡市博多区千代４－１－ 27
　　　　　　　　　　　　　電話　092-651-1121

開催期日　　平成23年 11月８日（火）
場　　所　　北海道自治労会館　３階中ホール
　　　　　　〒 060-0806 　札幌市中央区北６条西７丁目５－３
　　　　　　　　　　　　　電話　011-747-1457

〔 東 京 会 場 〕

〔 福 岡 会 場 〕

〔 札 幌 会 場 〕



〔研修対象者〕

１　平成18年度から平成20年度並びに平成13年度から平成15年度に水産工学技士（水産土木

　部門）の資格を取得した者で平成21年及び22年にフォローアップ研修を受講していない者

２　水産工学技士（水産土木部門）の資格を取得した者で希望者

３　その他共催団体が特別に認めた者

〔研修申込要領等〕

１　研修の申込みは、９月２日(金)までに別紙研修申込書を次の団体に送付して下さい。(定員

　に達し次第締切りますが、余裕がある場合には締切り後でも受付けます。) 

　　〒104-O045　東京都中央区築地２-14-５　サイエスタビル３階

　　　　　　　　　(社)水産土木建設技術センター

　　　　　　　　　　　　　水産工学技士養成係

　　　　　　　　　　　　　電　話　03-3546-6858　　FAX　03-3546-6826

〔研修参加者の決定等〕

１　研修定員は東京、札幌会場は１００名ですが、福岡会場は１８０名です。

２　研修会申込書の受付けは、先着順ですが定員を超える申込みがあった場合には、フォロー

　アップ研修会開催の趣旨に鑑み、平成18年度から20年度の水産工学技士(水産土木部門)資

　格取得者並びに平成13年度から15年度の資格取得者を優先します。

３　研修会参加資格の審査を通過した方には、研修会参加者決定通知書を発送します。従って、

　参加者決定通知後の参加者の変更は認めません。

４　研修料金は受講者決定通知後に、指定の銀行口座に振り込んで下さい。

〔研　修　料〕

　研修料　８，０００円

　フォローアップ研修料には、テキスト代3,000円、受講料5,000円が含まれていますが、食

事代、宿泊料、更新料は含まれておりません。

〔研修の取消し等〕

１　研修会参加の取消しは、郵送又はFAXなどの文書によって行って下さい。郵便局の消印又

　はFAXに自動的に記録された日時が取消し受付日になります。

２　研修会参加取消しに伴う研修料の返還は、研修日の１ヶ月前までに取消された場合に

　は4,000円、研修日の10日前までに取消された場合には2,000円を返金しますが、それ以外

　の場合は原則として返金致しません。

〔研修会参加者への特典〕

１　研修会参加者には、研修終了後に「フォローアップ研修修了証」を全員に交付します。た

　だし、講義を長時間聴いていなかった者には交付しません。

２　このフォローアップ研修修了者のうち、平成18年度から20年度並びに平成13年度から15

　年度の水産工学技士（水産土木部門）資格取得者には、研修修了証の中に更新講習修了も明

　記します。その場合には資格更新時に義務となっている更新講習(通信教育)が免除されます。



〔研修内容、日程等〕

　各会場共通

  　１　開講式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０：００～１０：１０

　　２　講　義

　　　①　水産土木工事の施工環境監理とその事例について　１０：１０～１１：１０

　　　②　漁場環境改善工法と事例について　　　　　　　　１１：２０～１２：２０

　　　③　漁港漁場における藻場について　 　　　　　　　 １３：２０～１４：２０

　　　④　湧昇流漁場造成事業と事例について　　　　　　　１４：３０～１５：３０

　　３　閉講式(修了証書授与)　　　　　　　　　　　　　 １５：３０～１５：４０

〔その他〕

　・テキストは当日配布します。

　・当日の会場での受付は９：００より開始します。

〔照会先等〕

　この募集案内に関するご質問、ご照会は、社団法人 水産土木建設技術センター

水産工学技士養成係へお願いします(受付時間10～ 17時 )。

(電　話　03-3546-6858　　FAX　03-3546-6826　　Eメール　t-koori@fidec.or.jp）

〔食事・宿泊について〕

　主催者側から食事や宿泊先の紹介等は行いません。受講者は各自で対応して下さい。

水産工学技士(水産土木部門)の養成及び認定登録事業実施要領(更新講習関係部分の抜粋)

第４　認定登録の更新等

　認定登録の更新に際しては、水産工学技士の知見と技術の水準を維持する

ため、更新講習修了者又は更新講習終了相当者と認定した者に限り更新を認

めるものとし、その取扱いについては次のとおりとする。

１　有効期間中の更新

　　認定登録の有効期間中の更新は、次のいずれかに該当する場合に認める。

 (1) 水産工学技士フォローアップ研修を受講した者

 (2) 更新通信教育を受講した者

 (3) 技術士法に基づく水産関係の技術士資格を有する者

 (4) 企画委員会が水産生物環境に配慮した水産土木事業の知見と技術を有

　　すると特に認めた者

２　失効後の更新

　　認定登録の有効期間失効後の更新は、次のいずれかに該当する場合に

　認める。

 (1) 有効期間失効後、直近に開催された水産工学技士フォローアップ研修

    を受講した者

 (2) 認定登録失効後６ヶ月以内に更新通信教育を受講した者

３　更新講習の実施

　　水産工学技士の知見と技術の水準を維持するための更新講習は、関係３

　団体の共催により、フォローアップ研修と通信教育の２種類の講習を実施

　する。

 (1) 更新講習の方法

　　①　フォローアップ研修は、全国の適当な場所に受講者を集合させて行

　　　い、講義日数は１日間とする。

　　②　通信教育は、テキストと演習レポートを配布し、期限内に演習レポ

　　　ートを提出させることによって行う。

　　③　更新講習は、企画委員会において承認を得た講義内容とする。講義

　　　内容は、水産工学会に委嘱して作成する。

　　④　フォローアップ研修用のテキストは、更新講習の始まる少なくとも

　　　１週間前に受講者に配布し、受講者が講習前に予習できるようにする

　　　ものとする。

 (2) 更新講習修了証の交付

　　　フォローアップ研修又は通信教育の修了者には、更新講習修了証を交

　　付する。

 (3) 更新講習の受講対象者

　　 更新講習の受講対象者は、フォローアップ研修については要綱第５の

　　２の (1)に基づく認定登録の有効期間の過半を経過した者を対象とし、

　　通信教育は同有効期間の残りが１年未満となった者を対象とする。




